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以下の指針は、認定機関、試験所、および認証機関等の EPA 承認機関による、ENERGY STAR の商標と名

称「ENERGY STAR」の使用について適用される。 
  
• いかなる EPA 承認機関の、いかなる目的のための ENERGY STAR ロゴ使用も、厳しく禁止される。合衆国

政府がこれらマークを所有しており、これらマークの使用を ENERGY STAR パートナーに限定し

て許可している。これらマークの無許可の使用は、連邦当局による執行の対象となる可能性がある。 
 
• 名称「ENERGY STAR」は常にすべて大文字で記されなければならず、文書中に最初に表記される

ときには、上付きの登録商標（®）記号が名称の直後に（すなわち、スペースを空けずに）表示され

なければならない。 
 

• 第三者認証は、ENERGY STAR プログラムの一連の手続である。これら手続を、「新規プログラム

（a new program）」、「新 ENERGY STAR（a new ENERGY STAR）」、または同等の用語で呼称し

てはならない。 
 

• いかなる機関も、まだ EPA が当該機関に対して承認していない ENERGY STAR の認証あるいは試

験のサービスを、提供または販売することはできない。 
 
すべての EPA 承認機関は、EPA が事前に審査や承認をしていない ENERGY STAR プログラムに関する記述

を含む、公表または配布予定のあらゆる資料を、審査のために EPA に提出しなければならない。承認機関は、

該当する資料のすべてを Certification@energystar.gov 宛に送信することができる。 
 
 
 
 

第三者認証の実施 
 

ENERGY STAR®製品 

指令番号：2011-01 件名：EPA 承認機関による ENERGY STAR 関連サービスの適切

な販売方法 日付：2011 年 3 月 21 日 


